
 

 プラン１ 安全・安心な地域生活環境の整備 

１ 危機管理・防災対策、建築物耐震化の推進 

 
 

 

 

【主な実施結果】 

危機管理・防災対策の推進 
・川崎駅で民間事業者、警察等と連携し、国民保護実働訓練を実施しました。 
・Ｊ－ＡＬＥＲＴで受信した国民保護関係等の情報を、ソフトバンクモバイル及びＫＤＤＩ

の緊急速報メールへ自動配信できるよう総合防災情報システムの改修を完了しました。 
・業務継続計画（強毒性新型インフルエンザ対策編）については、６月に見直しが完了しま

したが、国の行動計画の動向を踏まえ、引き続き、検証を行っています。 
・災害情報カメラ（井田病院屋上）は、１２月末に機器の設置が完了し１月から運用を開始

しました。また、同報系無線デジタル化再整備詳細設計を完了しました。 
・渡田中学校,大師中学校、平間中学校、今井中学校及び王禅寺中央中学校に独立型備蓄倉庫

を設置しました。 
 
(仮称)健康安全研究センターの整備・運営 

・平成 25年 3月 1日から健康安全研究所の運用を開始しました。 
・健康安全研究所における調査研究実施要綱を策定するとともに、研究計画及び研究結果等

についての審議を行う調査研究評価委員会及び倫理審査委員会を設置しました。 
 

総合的な耐震化対策及び災害に強いまちづくりの推進 
・木造住宅耐震改修工事の助成については、昨年度の実績７１件を上回る１２５件の助成を

行いました。 
・マンション管理組合等の理事会の決議（総会決議不要）により無料で実施が可能な予備診

断について、制度の周知を図り、８１棟実施し、耐震診断については、１０棟（５１２戸）
の助成を行いました。 

・マンション管理基礎セミナー（２回）や住まい・まちづくり講習会（２回）において、耐
震化に関する各種助成制度等の説明を行ったほか、耐震性確保による税制上のインセンテ
ィブ等の周知を図るためのパンフレットを旧耐震基準のマンション管理組合あて送付し、
耐震化の誘導に努めました。 

・特定建築物の所有者等に向けた制度情報の発信や、パンフレット及び HP等による広報活動
を行いました。また、制度利用を検討している所有者等に事前相談及び現地調査を行いま
した。制度利用者に対して円滑な支援を行い、耐震化の促進を図ることができました。 

・公共建築物について、「公共建築物（庁舎等）に関する耐震対策実施計画」に基づき、耐震
補強工事１棟、耐震補強設計２棟の完了と本庁舎・第２庁舎における耐震対策の検討を行
いました。また、「重要建築物及び特定建築物以外の庁舎等に関する耐震対策実施方針」に
ある施設では、耐震診断８棟、耐震補強設計３棟、耐震補強工事４棟を完了しました。 

・本市市営住宅等の整備・管理に関する実行計画である第３次ストック計画に基づき、建替
事業・耐震改修事業ともに適切に業務を進めました。 

 
治水・雨水対策の推進 
・五反田川放水路整備事業については、放流部立坑築造が完了しました。トンネル部築造工

事は、シールドマシンの組立を行い初期掘進を開始しました。また、セグメントの製作を
引き続き進めました。 

・平瀬川支川の河川改修では、護岸改修工事に着手し事業を進めました。また用地取得につ
いては、地権者との交渉を行い、用地取得箇所の進展を図りました。 

・矢上川河川改修工事は、最も改修効果の高い水路との合流箇所の工事を完了しました。 
・麻生川整備工事は「鶴見川流域水マスタープラン」を反映し、河川環境の改善等を目的と

した整備を進めました。 
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２ 地域防犯・安全対策の推進 

３ 消防署所の整備と消防力の強化 

４ 救急体制の強化と救急医療体制の整備 

 
 
・汚水管未整備区域の解消に向け約２．３kmの汚水管を整備するとともに、浸水対策として

丸子地区の整備も含めた約６．９㎞の雨水管を整備しました。 
・地震対策として、地域防災拠点からの排水を受ける既設下水幹線約１．１kmの耐震化を推

進するとともに、被災時のトイレ機能の確保のため、富士見公園内のマンホールトイレシ
ステムの設置を完了しました。 

・管きょの老朽化対策として、管きょの更生や布設替えにより約１４．２㎞の再整備を完了
しました。 

・合流改善対策と浸水対策を併せ持つ大師河原貯留管の整備として二次覆工に着手しました。 
 

 

【主な実施結果】 

防犯対策の推進 
・防犯パトロール活動を支援するため、各区に設置されている「安全・安心まちづくり推進

協議会」を通じ、ベストや腕章等の防犯物品の提供を行いました。 
・各種媒体を活用して防犯診断制度を周知するとともに、各区役所内に出張防犯相談コーナ

ーを開設し、事業を推進しました（15 回開設）。また、青色防犯パトロールカーによるパ
トロールも定期的に実施しました（平日のほぼ毎日）。 

・新聞休刊日の予告折り込みチラシなど新たな媒体を開拓し、広報啓発に取組んだ結果、住
宅の防犯診断については前年度の２６件を大幅に上回る８５件となり、防犯事業の推進を
図ることができました 

・高い防犯効果と環境負荷の軽減の両立を図るため町内会・自治会のＬＥＤ防犯灯の設置を
促進した結果、ＬＥＤ防犯灯の設置要望数は前年度を大幅に上回り２，９０２灯となりま
した。（平成２３年度１，２９５灯） 

・犯罪被害者等支援相談窓口チラシ等を活用し、同窓口を周知し事業を推進しました。 

 

 

【主な実施結果】 

消防署所の整備・改築 
・(仮称)栗木出張所の新築工事が完了し、関係部局及び工事請負業者と工事施工打合せ、移

転業務手段等の連絡調整を実施し、平成２５年１月に柿生出張所仮庁舎として運用を開始
しました。 

・柿生出張所の実施設計は、関係部局及び実施設計委託請負業者と細部調整・連絡調整を実
施し、完了しました。 

 
 

【主な実施結果】 
救急活動の充実 
・平成２４年４月に市内２６隊目となる南河原救急隊を増隊しました。 
・平成２６年に市内２７隊目となる栗木地区への救急隊を増隊するため、関係資料等を作成

し、関係各局と調整しました。 
 

救急救命士の養成 
・救急救命士５人、気管挿管認定救急救命士８人、薬剤投与認定救急救命士１０人、ビデオ

硬性挿管用喉頭鏡認定救急救命士８人を養成しました。 
 

救急医療体制確保対策の推進 
・重症患者救急対応病院については、「社会医療法人財団石心会 川崎幸病院」を指定病院
として選定し、さらに、「特定の病床等に係る特例」について、厚生労働省等と協議を行
い、６１床の増床の承認を受け、９月１日から運用を開始しました。また、救急患者の受
入状況を分析し、地域医療審議会において、次年度以降の検証方法等を検討しました。 

・聖マリアンナ医科大学病院の総合周産期母子医療センターの運営及び日本医科大学武蔵小
杉病院のＮＩＣＵ等の運営に対する支援を行いました。 

 アクションプログラム
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５ 安全・安心な都市基盤の整備と適切な維持管理 

 

 
 

【主な実施結果】 

安全安心な都市基盤の整備 
・中野島小学校における災害対策用貯水槽設置工事が完了し、市内全 31 基の整備が完了しま

した。 
・ 大師中学校、菅生中学校、枡形中学校、南生田中学校、西生田中学校、長沢中学校の６箇

所への応急給水拠点の整備を完了しました。 
・ 水道施設について、耐震管整備は目標延長 40,000m を上回る 41,600m を実施しました。ま

た、長沢浄水場第２沈でん池の耐震化工事や計画を前倒しした鷺沼配水池耐震補強工事な
どの詳細設計を完了するとともに、百合丘ポンプ所など２箇所に自家発電設備を設置する
工事に着手しました。 

・ 等々力水処理センター、観音川ポンプ場等の耐震補強工事を着実に実施して地震対策事業
を推進しました。また、入江崎水処理センター西系再構築Ⅱ期工事、沈砂池管理棟整備工
事を発注し高度処理事業を推進したほか、大師河原貯留管送水ポンプ棟工事等を計画どお
り発注し、合流式下水道改善事業を推進しました。 

・ 橋りょうの耐震化については、１２橋での耐震工事を実施しました。 

 

安全で利用しやすい地域交通環境の整備 
・主要駅から公共施設への道路において、点字ブロック整備、歩道の勾配改善等のバリアフ

リー対策を実施し、高齢者や障害者等の移動性向上を図りました。 
・バリアフリー推進事業では、・地域住民、各障がい者・高齢者団体などから意見を伺うと

ともに、鉄道事業者・道路管理者等と連携することで、京急大師線沿線地区、柿生駅周辺
地区の「バリアフリー推進構想」をとりまとめました。また、これまでに策定した１５地
区の構想に基づく事業の進行管理を適切に行いました。 

・稲田堤駅の橋上駅舎化については、昨年度の取組の成果を踏まえ、関係地権者やＪＲ東日
本の合意を得た後、概略設計に着手しました。 

・津田山駅については、基本設計を完了させ、ＪＲ東日本との共同事業による橋上駅舎化に
ついて、ＪＲ東日本や関係地権者の合意を得た後、概略設計に着手しました。 

・第１回あんしん歩行エリア６地区（富士見公園、戸手、武蔵小杉駅周辺、溝の口駅周辺、
登戸駅周辺、新百合ヶ丘駅周辺）の追加対策を整備推進しました。 

・第２回あんしん歩行エリア７地区（鋼管通、南加瀬、宮内、梶が谷駅周辺、小台、生田駅
周辺、柿生駅周辺）の二次対策を整備推進しました。 

・道路照明灯の適切な更新と維持管理を図るための予算の確保と効率的な執行管理を行いま
した。 

・モデル事業として従来のランプに比べ、さらに省エネルギーでＣＯ２排出削減が図れるＬ
ＥＤ灯を１６基に採用しました。 

・中央自動車道笹子トンネルの天井板落下事故を受けて、委託業者によるトンネル及び高架
下等の詳細点検を実施しました。 

 

公共建築物の長寿命化対策等による適切な維持管理 
・大規模５施設について、予防保全型維持補修の設計を平成 25 年 2 月末に完了し、来年度

発注に向けた精査を行いました。また、工事については各施設の建築・電気・機械の工種
毎にとりまとめ、長寿命化を推進するための工事を実施しました。 

・大規模５施設以外について、「かわさき資産マネジメントプラン」と連携し、全庁的な長
寿命化の方針として「公共建築物長寿命化に向けた実施方針」を策定しました。 

・道路維持修繕計画については、道路重要構造物の維持修繕計画（案）を策定しました。 
・道路冠水対策は、浮島町１号線はポンプ設置工事が完了し、浮島町２号線は対策手法及び

事業計画、詳細設計の推進を、扇町川崎停車場線は工事発注を行いました。 
・低騒音舗装補修については、国道 132 号線ほか２路線の低騒音舗装工事を実施しました。 
・川崎駅東口地下連絡通路エスカレーターの更新工事を実施しました。 
・４４橋（当初３８橋に加え、６橋の前倒し）の橋りょう定期点検業務委託の設計・発注し

ました。 
 

 アクションプログラム
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６ 総合的自転車対策の推進 

 
 
・３橋の橋りょう長寿命化修繕工事を発注しました。 
・外郭施設の２施設及び係留施設の４施設について、長寿命化計画及び維持管理計画を策定

しました。国有港湾施設の３施設については、維持管理計画に基づく点検調査・診断の実
施に向けて、資料を収集し、取りまとめました。  

・港湾施設維持管理システムについて、次年度から運用できるよう、システムを構築しまし
た。 

 
 

 

【主な実施結果】 

総合的な放置自転車対策の推進 
・宿河原駅等の放置禁止区域の指定に向け、多摩区役所等との調整を実施しました。 
・溝口駅南口広場駐輪場の整備に着手にしました。 
・新川崎駅周辺第６駐輪場の一部供用（約 1,200 台）に伴い、周辺駐輪場の再編を行いまし

た。 
・川崎駅東口周辺地区に整理誘導員を増員し、駐輪場への誘導や啓発などソフト対策を推進

しました。 
・市役所通り時間利用駐輪場の一部整備（約 350 台）しました。 
・新川通り代替駐輪場の選定に基づく関係機関等との協議・調整を実施しました。 
・市役所通り時間利用駐輪場の一部整備工事を実施し、平成２５年度から供用開始します。    

 

自転車利用環境の整備 
・駐輪場の利便性に応じた「新たな料金体系」及び「指定管理者制度」を導入しました。 
・「民間駐輪場整備費補助金制度」について、平成２５年度からの導入に向けて検討を行い
ました。 

・整理誘導員を増員し、駐輪場への誘導などソフト施策を実施しました。 
 

 アクションプログラム

プラン１

-20-



事業内容・目標

2011(平成23）年度 2012（平成24）年度 2013（平成25）年度 2014（平成26）年度以降

アクションプログラム：危機管理・防災対策、建築物耐震化の推進

○

●災害情報カメラ
の新設（井田病
院）
●同報系無線再
整備詳細設計
●緊急速報「エリ
アメール」の運用

事業推進

・区本部要員と管轄の各警察署との連携により、区ごとに国民保護法該当事案が発生したとの想
定で避難計画の作成を中心とした図上検討を実施しました。
・J-ALERTについては、受信した国民保護関係等の情報を自動でメール配信やホームページへ掲
載できるよう、総合防災情報システムを改修しました。これにより緊急度の高い情報を迅速かつ的
確に市民へ提供することが可能となりました。
・業務継続計画（強毒性新型インフルエンザ対策編）について、国の行動計画を踏まえ、検証を行
い、必要な見直し作業を実施しました。
・新たな初動体制について、発災時に迅速かつ的確な対応が図れるか検証を行い、本部事務局員
を本庁舎近隣居住職員から指定することに変更するなど、災害対策本部事務局の体制の見直しを
行いました。
・災害情報カメラの更新により、撮影倍率や画素数の向上など性能強化を行いました。
・同報系無線再整備について、同報系無線デジタル化再整備基本設計が完了しました。
・緊急速報「エリアメール」と総合防災情報システムとの連携により、指定した情報の自動配信が可
能となりました。これにより緊急度の高い情報をより多くの市民へ迅速かつ的確に提供することが
可能となりました。
・平成23年3月に策定した「川崎市備蓄計画」に基づき、備蓄倉庫未設置の2箇所の中学校（西中原
中学校、田島中学校）に、独立型備蓄倉庫を設置しました。

【環境の変化・課題等】
東日本大震災を踏まえ、
・初動対応とその際に生じた課題を精査・検証し、ＭＣＡ無線機の導入など、情報連絡体制の強化
を図りました。
・毛布など各避難所に備える備蓄品について、一部計画を前倒しして購入しました。

●国民保護訓練
（図上訓練）・研修
の実施

●J－ALERTと情
報通信システムの
連携

●業務継続計画
（強毒性新型イン
フルエンザ対策
編）の検証と見直
し

●業務継続計画
（強毒性新型イン
フルエンザ対策
編）に基づく訓練・
研修等の実施

●新たな初動体
制の構築

●災害情報カメラ
の更新（第３庁
舎）
●同報系無線再
整備基本設計
●緊急速報「エリ
アメール」試行
●備蓄倉庫未設
置の市立中学校
への独立型備蓄
倉庫の整備

●総合防災情報
システムの整備

●備蓄倉庫の整
備

●備蓄計画の策
定

●国民保護訓練
（実働訓練）の実
施

●訓練等による初
動体制の継続的
な検証

プラン１

2011年度
実施結果

●国民保護避難
実施マニュアル
（全市、各区）の見
直し

●同報系無線デ
ジタル化・再整備

現　　状

危機管理防災対策の推進

自然災害に加え、武力攻撃事態等あらゆ
る危機事象に対応した危機管理体制の整
備を進めるとともに、本市の防災関係施設
を整備し、市の災害対応力及び地域防災
力の向上を図ります。

施　策　計　画　名

●国民保護訓練
（実働訓練等）・研
修及び啓発活動
の実施
●Ｊ－ＡＬＥＲＴ受
信機の設置・受信
テスト

●初動体制等の
検証や訓練等研
修の強化

達成状況区分

3

施 策 計 画
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事業内容・目標

2011(平成23）年度 2012（平成24）年度 2013（平成25）年度 2014（平成26）年度以降

プラン１

現　　状施　策　計　画　名

施 策 計 画

○

・川崎駅で民間事業者と連携し、国民保護実働訓練を実施しました。（参加者約２２０人）
・J-ALERTで受信した国民保護関係等の情報を、ソフトバンクモバイル及びＫＤＤＩの緊急速報メー
ルへ自動配信できるよう総合防災情報システムの改修を完了しました。
・業務継続計画（強毒性新型インフルエンザ対策編）については、6月に見直しが完了しましたが、
国の行動計画の動きを踏まえ、引き続き、検証を行っています。
・発災時に迅速かつ的確な対応が図れるか検証を行うなど、初動体制の見直しの検討を進めてい
ます。
・井田病院屋上への災害情報カメラの新設については、12月末に機器の設置が完了し、１月から新
規カメラの運用を開始しました。
・同報系無線デジタル化再整備詳細設計を完了し、契約準備から入札までを完了しました。
・渡田中学校,大師中学校、平間中学校、今井中学校及び王禅寺中央中学校に独立型備蓄倉庫を
設置しました。

3

達成状況区分

3

2012年度
実施結果

市民の健康危機管理機能の強化に向け、
従来の衛生研究所の機能を高度化し、市
民の健康を守る、（仮称）健康安全研究セ
ンターを整備・運営します。

（仮称）健康安全研究センターの整備・
運営

2011年度
実施結果

●（仮称）健康安
全研究センターの
設備等の設計

達成状況区分

3
2012年度
実施結果

・健康危機に係る取組の強化に向けた（仮称）健康安全研究センターの新たな機能について、具体
的な取組内容を検討しました。また、他の研究機関との新たな連携を想定し、企画調整機能の強
化、組織体制及び予算等の運営基盤の整備を進めました。さらに、構造設備、レイアウト等につい
て、各部屋の基本設計及び実施設計を確定するとともに、円滑な移転作業に向けた検討を進めま
した。

・平成25年3月1日から健康安全研究所の運用を開始しました。
・健康安全研究所における調査研究実施要綱を策定するとともに、研究計画及び研究結果等につ
いての審議を行う調査研究評価委員会及び倫理審査委員会を設置しました。

●（仮称）健康安
全研究センターの
運営

●（仮称）健康安
全研究センターの
整備

●機能に応じた執
行体制の構築に
向けた検討

●（仮称）健康安
全研究センターの
開設・運営
  ①感染症対策や
  食の安全安心な
  ど市民を健康危
  機から守るため
  の試験検査の
  実施
  ②地域の健康危
  機管理上の課題
  等に関する調査
  研究及び産学公
  民連携による共
  同研究の推進
  ③健康危機の予
  防・まん延防止
  等のための市民
  への情報発信
  ④地域保健対策
  に携わる関係者
  等への研修指導
  の実施
●機能に応じた執
行体制による運営

事業推進

達成状況区分
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事業内容・目標

2011(平成23）年度 2012（平成24）年度 2013（平成25）年度 2014（平成26）年度以降

プラン１

現　　状施　策　計　画　名

施 策 計 画

○

●耐震診断の助
成
●耐震設計の助
成
●耐震改修工事
の助成

（木造住宅）
●耐震診断士の
派遣による木造住
宅の耐震診断の
実施
●木造住宅の耐
震改修工事の助
成

●「公共建築物
（庁舎等）に関す
る耐震対策実施
計画」に基づく耐
震対策の実施
●「重要建築物及
び特定建築物以
外の庁舎等に関
する耐震対策実
施方針」に基づく
耐震対策の実施

●予備診断の助
成
●耐震診断の助
成
●耐震改修設計・
工事の助成

●「第3次市営住
宅等ストック総合
活用計画（市営住
宅等長寿命化計
画）」の策定

●建替事業の推
進
●耐震改修事業
の推進

（市営住宅）
●「第3次市営住
宅等ストック総合
活用計画（市営住
宅等長寿命化計
画）」の策定に向
けた検討
●建替事業

●耐震改修事業

（特定建築物）
●耐震診断の助
成
●耐震設計の助
成
●耐震改修工事
の助成

（公共建築物）
●「公共建築物
(庁舎等)に関する
耐震対策実施計
画」に基づく耐震
対策の実施・更新
●「重要建築物及
び特定建築物以
外の庁舎等に関
する耐震対策実
施方針」に基づく
耐震対策の実施

事業推進
●宅地防災工事
の助成

総合的な耐震化対策及び災害に強いまち
づくりの推進

●耐震診断士の
派遣による木造住
宅の耐震診断の
実施
●木造住宅の耐
震改修工事の助
成

（民間マンション）
●予備診断の助
成
●耐震診断の助
成
●耐震改修工事
の助成

擁壁の改善や民間住宅等の耐震化支援、
公共建築物等の耐震化対策など、総合的
な耐震化対策を推進します。

（宅地防災）
●宅地防災工事
の助成
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事業内容・目標

2011(平成23）年度 2012（平成24）年度 2013（平成25）年度 2014（平成26）年度以降

プラン１

現　　状施　策　計　画　名

施 策 計 画

達成状況区分

（宅地防災）
・宅地防災工事について、今年度は、擁壁の安全性に関する相談が増加したことに伴い、昨年の助
成実績より2件増加するなど、宅地の安全性向上に向けた取組を推進しました。
（木造住宅）
・東日本大震災の影響や市民の防災意識の高まりを踏まえ、助成金・限度額の拡充、非課税世帯
向け区分の新設、段階的改修方式の導入などにより、木造住宅の耐震改修をより促進するため、
平成２３年７月に要綱を改正し、耐震対策の取組を推進しました。
・木造住宅への耐震診断及び耐震改修の制度について、公益法人等が主催する説明会の後援
や、パンフレット、ＨＰ等による広報や、防災フェア等への出展により、普及啓発活動を行いました。
・普及啓発活動や制度の拡充により、耐震改修の申請が大幅に増加し、耐震化の促進を図ること
ができました。
・実施状況
　　耐震診断344件
　　耐震改修  71件
（民間マンション）
・東日本大震災の影響や市民の防災意識の高まりを踏まえ、分譲マンションの予備診断について、
助成制度から全額市負担の委託に改め、従来、合意形成が困難な管理組合の総会決議が必要
だったものを、理事会決議で申請が可能となるよう要件を緩和しました。
・北部住情報拠点のマンション管理相談窓口を新設し、アドバイザー派遣制度の拡充を図り、マン
ション管理組合の合意形成を支援しました。
・市政だより、パンフレット及びHP等により制度の普及・推進を図りました。
・実施状況
　　予備診断　48棟
    一般診断    1棟
　　アドバイザー派遣件数　53件　、マンション管理組合登録制度（新規）　60管理組合
（特定建築物）
・市政だより、パンフレット、及びHP等により制度周知を図りました。
・制度利用を検討している特定建築物所有者等に事前相談、及び現地調査を行いました。
・申請状況
　　耐震診断　申請受付　1件
　　耐震設計　申請受付　3件
　　耐震改修　申請受付　2件
（公共建築物）
・一般庁舎
　　耐震補強工事1棟の完了
　　耐震補強設計1棟の完了
・重要・特定建築物以外の庁舎等
　　耐震診断5棟の完了
　　耐震補強設計5棟の完了
　　耐震補強工事4棟の完了
・「その他の施設（187棟）」における耐震対策の考え方をまとめました。
（市営住宅）
・「第３次川崎市市営住宅等ストック総合活用計画（市営住宅等長寿命化計画）」を策定しました。
・建替事業・耐震改修事業ともに、第２次ストック計画及びこれに続く第３次ストック計画に基づき、
適切に事業を進めました。

【環境の変化・課題等】
市民防災意識の高まりを踏まえ、木造住宅の耐震改修助成制度の拡充や民間マンションの
予備診断無料化を行いました。

2011年度
実施結果 3
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事業内容・目標

2011(平成23）年度 2012（平成24）年度 2013（平成25）年度 2014（平成26）年度以降

プラン１

現　　状施　策　計　画　名

施 策 計 画

（宅地防災）
　・事前相談の件数は、昨年度に比べて減少している状況ですが、擁壁等の安全性に関して現場
での適切なアドバイスを行うなど、助成事業の活用に向けた取り組みを推進した結果、１件の助成
を行いました。
（木造住宅）
・耐震改修工事の助成については、昨年度の実績71件を上回る125件の助成を行いました。
・パンフレット、HP等による広報、また防災フェア等への出展により、制度の普及啓発活動を行いま
した。
・各区において相談会を行い、市民の疑問点の解消に努めるとともに、制度の啓発を行いました。
（民間マンション）
・旧耐震基準で建設された分譲マンションの実態調査（訪問調査）等にあわせ、予備診断、耐震診
断・改修助成やマンション管理相談窓口、アドバイザー派遣制度の周知を図りました。
・理事会の決議（総会決議不要）により、無料で実施が可能な予備診断について、81棟実施し、耐
震診断については、１０棟（５１２戸）の助成を行いました。
・マンション管理相談窓口での相談やアドバイザー派遣（82件）による現地相談により、予備診断後
の耐震診断、改修に向けた管理組合の取組を支援しました。
・マンション管理基礎セミナー（2回）や住まい・まちづくり講習会（2回）において、耐震化に向けた取
組を誘導しました。また、耐震性確保による税制上のインセンティブ等の周知を図るためのパンフ
レットを旧耐震基準のマンション管理組合あて送付し、耐震化の誘導に努めました。
（特定建築物）
　特定建築物の所有者等に向けた制度情報の発信や、パンフレット及びHP等による広報活動を行
いました。また、制度利用を検討している所有者等に事前相談及び現地調査を行いました。制度利
用者に対して円滑な支援を行い、耐震化の促進を図ることができました。
（公共建築物）
・一般庁舎
　耐震補強工事１棟、耐震補強設計２棟の完了と本庁舎・第２庁舎における耐震対策の検討を行い
ました。
・重要・特定建築物以外の庁舎等
　耐震診断８棟、耐震補強設計３棟、耐震補強工事４棟を完了しました。
（市営住宅）
・建替事業
　完了２団地２棟（古市場住宅4号棟80戸、小向1期83戸(平成23年度～平成24年度)）
　継続１団地１棟（桜本住宅87戸(平成23年度～25年度)）
　着手１団地２棟（塚越住宅72戸(平成24年度～26年度））
・耐震改修事業
　完了７団地33棟（新作、明石穂、有馬第一、野川西、観音、下平間、田島）

2012年度
実施結果

達成状況区分

3
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事業内容・目標

2011(平成23）年度 2012（平成24）年度 2013（平成25）年度 2014（平成26）年度以降

プラン１

現　　状施　策　計　画　名

施 策 計 画

○

（河川）
・五反田川放水路整備事業については、放流部立坑築造が完了しました。トンネル部築造工事は、
シールドマシンの組立を行い初期掘進を開始しました。また、セグメントの製作を引き続き進めまし
た。
・平瀬川支川の河川改修では、護岸改修工事に着手し、事業を進めました。また、用地取得につい
ては地権者との交渉を行い、用地取得箇所の進展を図りました。
・矢上川河川改修工事は、最も改修効果の高い水路との合流箇所の工事を完了しました。
・麻生川整備工事は「鶴見川流域水マスタープラン」を反映し、河川環境の改善等を目的とした整
備を進めました。
（下水道施設）
　・汚水管未整備区域の解消に向け約2.3kmの汚水管を整備するとともに、浸水対策として丸子地
区の整備も含めた約6.9㎞の雨水管を整備しました。
・地震対策として、地域防災拠点からの排水を受ける既設下水幹線約1.1kmの耐震化を推進すると
ともに、被災時のトイレ機能の確保のため、富士見公園内のマンホールトイレシステムの設置を完
了しました。
・管きょの老朽化対策として、管きょの更生や布設替えにより約14.2㎞の再整備を完了しました。
・合流改善対策と浸水対策を併せ持つ大師河原貯留管の整備として二次覆工に着手しました。

（下水道施設）
●管きょ施設（汚
水・雨水）の整備
　①汚水未整備
　区域の解消
　②浸水地区の
　雨水管整備
●地震対策（管
きょ施設の耐震
化）の推進
●入江崎処理区
の下水道管きょ再
整備
●大師河原貯留
管の整備

●管きょ施設（汚
水・雨水）の整備
　①汚水未整備
　区域の解消
　②浸水地区の
　雨水管整備
●地震対策（管
きょ施設の耐震
化）の推進
●下水道管きょ施
設の適正な再整
備
●大師河原貯留
管の整備

（河川）
・五反田川放水路整備事業について、放流部立坑築造工事では放流部立坑の築造を推進しまし
た。また、トンネル部築造工事では、シールドマシンの工場製作を完成させるとともに、セグメントの
製作を引き続き進めました。
・平瀬川支川の河川改修では、多自然川づくり改修に向けた護岸改修工事修正設計が完了しまし
た。また、護岸改修工事、橋りょう架け替え工事（人道橋）に着手し、事業推進を図りました。
・矢上川河川改修工事では、今後の整備に向けた基本・実施設計を完了し、最も改修効果の高い
箇所の工事を発注しました。
・麻生川整備工事では、「鶴見川流域水マスタープラン」を反映し、河川環境の改善等を目的とした
整備を進めました。
（下水道施設）
・登戸・多摩美地区の管きょ施設（汚水）整備を推進しました。
・雨水管整備では、これまで整備を進めている登戸・宿河原・宮崎地区等に加え、新たに丸子地区
の整備にも着手し、全体で約5.8㎞の雨水管整備を行いました。
・地震対策では、川崎運河排水区内・小田その１排水区内等の中大口径管耐震化工事（管更正）を
推進しました。また、観音川排水区内の中大口径管耐震化工事（管更生）の発注も行いました。
・入江崎処理区の下水道管きょ再整備では、更生工法や開削工法による管きょ施設の再整備を約
8.2㎞行いました。
・大師河原貯留管の整備では、発進立坑築造工事を完了し、一次覆工を開始しました。

●平瀬川支川の
河川改修の推進
　①護岸改修工
　事
　

事業推進

●トンネル部築造
工事完成（2014年
度）

●平瀬川支川の
河川改修の推進
　①護岸改修工
　事
　多自然川づくり

（河川）
●五反田川放流
部立坑築造工事
　
●五反田川トンネ
ル部築造工事

●放流部立坑築
造工事

●トンネル部築造
工事

局地的集中豪雨に対応した市街地の浸水
対策として、放水路整備や河川改修、管
きょ施設整備を進めます。

3

2012年度
実施結果 3

2011年度
実施結果

達成状況区分

治水・雨水対策の推進

達成状況区分

●矢上川河川改
修工事

●麻生川魚道設
置、河床整備完了

●放流部立坑築
造工事完了

●平瀬川支川の
河川改修の推進
　①護岸改修工
  事、用地取得
　

●矢上川河川改
修工事着手

●麻生川魚道設
置、河床整備

　

●平瀬川支川の
河川改修の推進

　
　

●矢上川河川改
修詳細設計

●麻生川魚道設
置、河床整備の推
進
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事業内容・目標

2011(平成23）年度 2012（平成24）年度 2013（平成25）年度 2014（平成26）年度以降

プラン１

現　　状施　策　計　画　名

施 策 計 画

アクションプログラム：地域防犯・安全対策の推進

○ 事業推進

・防犯パトロール活動を支援するため、各区に設置されている「安全・安心まちづくり推進協議会」を
通じ、ベストや腕章等の防犯物品の提供を行いました。
・各種媒体を活用して防犯診断制度を周知するとともに、各区役所内に出張防犯相談コーナーを開
設し、事業を推進しました（15回開設）。また、青色防犯パトロールカーによるパトロールも定期的に
実施しました（平日のほぼ毎日）。
・新聞休刊日の予告折り込みチラシなど新たな媒体を開拓し、広報啓発に取組んだ結果、住宅の
防犯診断については前年度の２６件を大幅に上回る８５件となり、防犯事業の推進を図ることがで
きました
・高い防犯効果と環境負荷の軽減の両立を図るため町内会・自治会のＬＥＤ防犯灯の設置を促進し
た結果、ＬＥＤ防犯灯の設置要望数は前年度を大幅に上回り２，９０２灯となりました。
・犯罪被害者等支援相談窓口チラシ等を活用し、同窓口を周知し事業を推進しました。

①防犯パトロール活動を支援するため、各区に設置されている「安全・安心まちづくり推進協議会」
を通じて、ベストや腕章等の防犯物品の提供を行いました。
②平成23年度推進計画に基づき地域団体等による地域のパトロールを実施しました。
③各種媒体を活用して防犯診断制度を周知するとともに、各区役所・出張所内で１６回出張防犯相
談コーナーを開設し事業を推進しました。また、青色防犯パトロールカーによるパトロールもほぼ毎
日実施しました。
④防犯灯のＬＥＤ化については、町内会等に対して、ダイレクトメール及び防犯協会を通じて、ＬＥＤ
防犯灯設置促進の広報・啓発を行った結果、ＬＥＤ防犯灯の設置要望数は前年度を大幅に上回り
1,295灯となりました。（平成22年度534灯）。
・犯罪被害者等支援相談については、市政だよりやラジオ放送など、様々な媒体を活用して制度を
周知し事業を推進した結果、相談件数が増加しました。
・安全で安心して暮らすことができる社会の実現をめざし、川崎市暴力団排除条例の制定に向けて
検討、調整を行い、パブコメを経て議会に議案を提出、条例を制定しました。

【環境の変化・課題等】
　環境負荷軽減と高い防犯効果の両立を図るためＬＥＤ防犯灯の設置を促進しているところです
が、東日本大震災に伴う節電対策として、消費電力やＣＯ 排出量が少なく十分な明るさを確保でき
るＬＥＤ防犯灯について、補助灯数を拡充し、さらなる設置促進を図りました。
　また、ＬＥＤ防犯灯の補助灯数については、平成23年度当初は500灯を予定していましたが、補正
予算などにより町内会・自治会等の全ての設置要望に応え、1,295灯となりました。

2011年度
実施結果

達成状況区分

2012年度
実施結果

達成状況区分

市民、地域、警察等との協働による地域の
身近な防犯対策を推進します。

3

3

防犯対策の推進 ●防犯に向けた
取組の推進
　①自主防犯活
　動団体への支
　援
　②安全・安心ま
  ちづくり協議会
  を中心とした地
  域団体等による
  地域のパトロー
  ルの実施
　③安全・安心ま
  ちづくり対策員
　による防犯診
　断・パトロール
　の実施
　④町内会・自治
  会等が設置する
  防犯灯のLED化
  の推進

●犯罪被害者等
支援相談の実施

●防犯に向けた
取組の推進
　①自主防犯活
　動団体への支
　援
　②安全・安心ま
  ちづくり協議会
　を中心とした地
　域団体等による
　地域のパトロー
　ルの実施
　③安全・安心ま
  ちづくり対策員
　による防犯診
　断・パトロール
　の実施
  ④町内会・自治
  会等が設置する
  防犯灯のLED化
  の推進
  ⑤市管理防犯灯
  のLED化（完了）
　⑥地域防犯活
　動拠点の整備
　（完了）
●犯罪被害者等
支援相談の実施
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事業内容・目標

2011(平成23）年度 2012（平成24）年度 2013（平成25）年度 2014（平成26）年度以降

プラン１

現　　状施　策　計　画　名

施 策 計 画

アクションプログラム：消防署所の整備と消防力の強化

○

m

●柿生出張所の
改築工事、完成

2012年度
実施結果

達成状況区分

3

●臨港消防署の
改築
工事着手（2010年
度）

●幸消防署の改
築
運用開始（2009年
度）

・（仮称）栗木出張所の新築工事に伴い、関係部局及び実施設計委託請負業者と細部調整・連絡
調整を実施し、実施設計を完了しました。
・臨港消防署改築工事の竣工及び運用開始に伴い、関係部局及び工事請負業者と工事施工打合
せ、移転業務手段等の連絡調整を実施し、２月に新庁舎での運用を開始しました。

●柿生出張所の
基本・実施設計

・(仮称)栗木出張所の新築工事が完了し、関係部局及び工事請負業者と工事施工打合せ、移転業
務手段等の連絡調整を実施し、平成２５年１月に柿生出張所仮庁舎として運用を開始しました。
・柿生出張所の実施設計は、関係部局及び実施設計委託請負業者と細部調整・連絡調整を実施
し、完了しました。

●臨港消防署の
完成、運用開始

耐震補強の必要な老朽建物を計画的に整
備し、防災拠点の確保と初動体制の強化を
図ります。

達成状況区分

事業推進

●柿生出張所の
運用開始
（2014年度）

3

消防署所の整備・改築 ●(仮称)栗木出張
所の整備、完成

●(仮称)栗木出張
所を柿生出張所
の代替として運用
開始

2011年度
実施結果

●(仮称)栗木出張
所の基本・実施設
計

●(仮称)栗木出張
所を柿生出張所
の代替として運用

●（仮称）栗木出
張所の運用開始、
代替運用解除
（2014年度）

●大師出張所と
富士見出張所を
統合し、藤崎出張
所を開設
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事業内容・目標

2011(平成23）年度 2012（平成24）年度 2013（平成25）年度 2014（平成26）年度以降

プラン１

現　　状施　策　計　画　名

施 策 計 画

アクションプログラム：救急体制の強化と救急医療体制の整備

○

○

・平成２４年４月に市内２６隊目となる南河原救急隊を増隊しました。
・平成２６年に市内２７隊目となる栗木地区への救急隊を増隊するため、関係資料等を作成し、関
係各局と調整しました。

・救急車常時乗車体制の確立をめざし、救急救命士5人を養成しました。
・気管挿管認定救命士8人を養成しました。
・薬剤投与認定救命士12人を養成しました。

達成状況区分

3

・救急救命士を５人、気管挿管認定救急救命士を８人、薬剤投与認定救急救命士を１０人、ビデオ
硬性挿管用喉頭鏡認定救急救命士を８人養成しました。

【環境等の変化・課題等】
・消防庁通知の一部改正により現場においてより安全性の高い気道確保が可能となるビデオ硬性
挿管用喉頭鏡の使用が認められたため。

【変更後の目標】
・ビデオ硬性挿管用喉頭鏡認定救急救命士８人の養成

3*

（参考）当初の目標
に対する達成状況

救急隊を適正に配置し、現場到着時間の
短縮による救命効果の向上を図ります。

救急活動の充実

救急救命士の常時乗車体制を運用すると
ともに、より高度な救命処置ができる認定
救急救命士を計画的に養成します。

●救急隊の増隊
　　24隊目（2007
　年度）

●現場到着時間
の短縮に向けた
向丘出張所への
救急隊の増隊（25
隊目）
●人口増加、地理
的条件等を踏まえ
た、市域全体のバ
ランスを考慮した
救急隊の増隊に
向けた取組

事業推進

事業推進

・市内25隊目となる向丘救急隊が平成23年4月に発隊しました。
・救急隊増隊に向けての取組みにより、南河原地域へ市内26隊目となる救急隊が平成24年4月に
発隊しました。

●救急救命士の
常時乗車体制の
運用
●救急救命士、気
管挿管認定救急
救命士、薬剤投与
認定救急救命士
を養成

達成状況区分

3

3

達成状況区分

2011年度
実施結果

2012年度
実施結果

達成状況区分

3

2011年度
実施結果

救急救命士の養成

2012年度
実施結果

達成状況区分

●救急救命士の
常時乗車体制を
構築
●救急救命士、気
管挿管認定救急
救命士、薬剤投与
認定救急救命士
を養成
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事業内容・目標

2011(平成23）年度 2012（平成24）年度 2013（平成25）年度 2014（平成26）年度以降

プラン１

現　　状施　策　計　画　名

施 策 計 画

○

・重症患者救急対応病院の整備に向けて、事業者を公募し、市地域医療審議会において審査を実
施しました。
・たま日吉台病院分院においては、人工呼吸器・人工透析に応需可能な高度な療養病床１３７床を
整備しました。
・日本医科大学武蔵小杉病院においては、NICUを３床から６床、GCUを６床から１２床に増床し運用
を開始しました。

2012年度
実施結果

・重症患者救急対応病院については、「社会医療法人財団　石心会　川崎幸病院」を指定病院とし
て選定し、さらに、「特定の病床等に係る特例」について、厚生労働省等と協議を行い、６１床の増
床の承認を受け、９月１日から運用を開始しました。また、救急患者の受入状況を分析し、地域医
療審議会において、次年度以降の検証方法等を検討しました。
・聖マリアンナ医科大学病院の総合周産期母子医療センターの運営に対する支援を行いました。
・日本医科大学武蔵小杉病院のNICU等の運営に対する支援を行いました。

達成状況区分

3

3

●救急医療体制
の充実に向けた
取組
　①重症患者(三
　次救急を除く)の
　迅速な受け入れ
　が可能な体制を
　有する拠点病院
　の整備(指定)に
　向けた検討・調
　整
　②長期入院患
　者が円滑に転
　院できるよう
　市内の療養病
　床数の確保に
　向けた取組
　(川崎社会保険
　病院：療養病床
　50床整備(2010
　年度))

●総合周産期母
子医療センターの
運営支援
●NICU（新生児
集中治療管理室）
等の設置・運営に
対する支援

●救急医療体制
の充実に向けた
取組の推進
　①重症患者(三
　次救急を除く)の
　迅速な受け入れ
　が可能な体制を
　有する拠点病院
　の整備(指定)に
　向けた公募、選
　定の実施
　②長期入院患
　者が円滑に転
　院できるよう
　市内の療養病
　床数の確保に
　向けた取組
　（川崎社会保険
　病院：療養病床
　50床整備）（たま
　日吉台病院分
　院：療養床
　137床整備)
●総合周産期母
子医療センターの
運営支援
●NICU（新生児
集中治療管理室）
等の設置・運営に
対する支援
  （日本医科大学
武蔵小杉病院
NICU3床・GCU6床
増設）

医療機関相互の連携や周産期母子医療セ
ンターの運営により救急医療体制の確保を
図ります。

救急医療体制確保対策の推進 ●救急医療体制
の充実に向けた
取組の推進
  ①重症患者(三
　次救急を除く)の
　迅速な受け入れ
　が可能な体制を
　有する拠点病院
　の開設

　
  ②長期入院患
　者が円滑に転
　院できるよう
　市内の療養病
　床数の確保に
　向けた取組

●NICU（新生児
集中治療管理室）
等の設置・運営に
対する支援

事業推進●救急医療体制
の充実に向けた
取組の推進
  ①重症患者(三
　次救急を除く)の
　迅速な受け入れ
　が可能な体制を
　有する拠点病院
　の運営

達成状況区分2011年度
実施結果
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事業内容・目標

2011(平成23）年度 2012（平成24）年度 2013（平成25）年度 2014（平成26）年度以降

プラン１

現　　状施　策　計　画　名

施 策 計 画

アクションプログラム：安全・安心な都市基盤の整備と適切な維持管理

○

（橋りょう）
●橋りょう耐震化
の推進

●橋りょうの耐震
化の推進

●高度処理事業
の推進
　

　
　
　②等々力水処
　理センターの
　実施設計

●地震対策の推
進（水処理セン
ター、ポンプ場な
ど）
●再構築の推進
（渡田ポンプ場な
ど）
●高度処理事業
の推進
　①入江崎水処
　理センター
　（西系再構築
　Ⅱ期事業着手・
　沈砂池管理
　棟整備着手）

●合流式下水道
の改善の推進（大
師河原貯留管送
水ポンプ棟整備
着手）

（水道施設）
●「10ヵ年施設整
備計画」に基づく
耐震化の推進
　①災害対策用
　貯水槽２基設
　置
  （市民１人あた
  り貯水容量1.9
  ㍑）

　②全市立中学
　校を含む応急
　給水拠点の整
　備

　③基幹構造物、
　水道管路など
　の耐震化の推
　進

（下水道施設）
●地震対策の推
進

●再構築の推進

●高度処理事業
の推進
　①入江崎水処
　理センター
　（西系再構築Ⅰ
　期事業完了）

●合流式下水道
の改善の推進（大
師河原貯留管送
水ポンプ棟設計）

●高度処理事業
の推進
　①入江崎水処
　理センター
　（西系再構築
　Ⅱ期事業推進・
　沈砂池管理
　棟整備）
　②等々力水処
　理センターの
　基本設計

●合流式下水道
の改善の推進（大
師河原貯留管送
水ポンプ棟整備）

●「10ヵ年施設整
備計画」に基づく
耐震化の推進
　①災害対策用
　貯水槽１基設
　置
  （市民１人あ
　たり貯水容量
　2.1㍑）全31
　基の設置完了

事業推進
●「10ヵ年施設整
備計画」に基づく
耐震化の推進

　

　②全市立中学
　校を含む応急
　給水拠点（全
　138か所）の
　整備完了

地震発生時の安定給水の確保や下水道に
よる公衆衛生等の確保とともに、車・人の
安全な通行を確保するため、都市基盤の
耐震対策を推進します。

●「10ヵ年施設整
備計画」に基づく
耐震化の推進
　①災害対策用
　貯水槽２基設
　置
  （市民１人あ
　たり貯水容量
　2.0㍑）

　②全市立中学
　校を含む応急
　給水拠点の整
　備

　③基幹構造物、
　水道管路など
　の耐震化の推
　進

安全・安心な都市基盤の整備
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事業内容・目標

2011(平成23）年度 2012（平成24）年度 2013（平成25）年度 2014（平成26）年度以降

プラン１

現　　状施　策　計　画　名

施 策 計 画

2011年度
実施結果

達成状況区分

3
2012年度
実施結果

（水道施設）
・久本小学校及び久地の里公園における災害対策用貯水槽設置工事を完了しました。
・平間中学校、犬蔵中学校、はるひ野中学校の3箇所への応急給水拠点の整備を完了しました。
・耐震管整備は、目標延長43,000mを上回る43,900mを実施しました。また、潮見台高区送水ポンプ
室耐震補強工事と東日本大震災の影響により耐震化の前倒しを実施する鷺沼配水池耐震補強工
事の詳細設計を実施しました。

【環境の変化・課題等】
東日本大震災を踏まえ、
・平成30年度における配水池の耐震化率目標を62％から96％に引き上げ、鷺沼配水池耐震補強
工事の詳細設計を実施しました。
・自家発電設備が未設置であり継続的に電力を必要とする百合ヶ丘配水ポンプ所等の施設に対し
て自家発電設備の整備を実施するための詳細設計に着手しました。
・エネルギー自立型の施設を目指し、長沢浄水場への太陽光発電設備の導入規模拡大の検討に
着手しました。

（下水道施設）
・地震対策では、加瀬水処理センター水処理施設ほかの耐震補強工事を推進しました。
・再構築では、古市場ポンプ場ほかの耐震補強工事を推進しました。
・高度処理事業では、入江崎水処理センター西系沈砂池管理棟の整備工事の推進及び2/2系列水
処理施設の実施設計業務委託を発注しました。
・合流式下水道の改善では、大師河原貯留管送水ポンプ棟の整備工事を推進しました。また、渡田
ポンプ場の再構築実施設計業務委託を発注しました。
（橋りょう）
・橋りょうの耐震化については、8橋で耐震工事を実施し、目標を達成しました。

（水道施設）
・中野島小学校における災害対策用貯水槽設置工事を完了し、市内全31基の整備が完了しまし
た。
・大師中学校、菅生中学校、枡形中学校、南生田中学校、西生田中学校、長沢中学校の６箇所へ
の応急給水拠点の整備を完了しました。
・耐震管整備は、目標延長40,000mを上回る41,600mを実施しました。また、長沢浄水場第２沈でん
池の耐震化工事や計画を前倒しした鷺沼配水池耐震補強工事などの詳細設計を完了するととも
に、百合丘ポンプ所など２箇所に自家発電設備を設置する工事に着手しました。
（下水道施設）
・等々力水処理センター、観音川ポンプ場等の耐震補強工事を着実に実施して地震対策事業を推
進しました。また、入江崎水処理センター西系再構築Ⅱ期工事、沈砂池管理棟整備工事を発注し
高度処理事業を推進したほか、大師河原貯留管送水ポンプ棟工事等を計画どおり発注し、合流式
下水道改善事業を推進しました。
（橋りょう）
・橋りょうの耐震化については、１２橋での耐震工事を実施しました。

達成状況区分

3
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事業内容・目標

2011(平成23）年度 2012（平成24）年度 2013（平成25）年度 2014（平成26）年度以降

プラン１

現　　状施　策　計　画　名

施 策 計 画

○

●その他の地区
において、バリア
フリー推進構想の
策定
・京急大師線沿線
地区
・柿生駅周辺地区

●概略設計

●詳細設計

（道路照明灯）
●道路照明灯の
設置、更新

●道路照明灯の
適切な維持管理

（南武線アクセス
向上）
●駅アクセス向上
方策の検討
●関係機関との
協議・調整
●駅アクセス（稲
田堤駅、津田山
駅）基礎調査

●その他の地区
において、バリア
フリー推進構想の
策定
・中野島・稲田堤
駅周辺地区
・津田山・久地・宿
河原駅周辺地区

事業推進
●重点整備地区
のバリアフリー化
の推進
・その他経路の点
字ブロック整備・
歩道の段差解消

●推進構想を策
定した地区のバリ
アフリー化の推進

●バリアフリー重
点整備地区の基
本構想を策定（8
地区）
●その他の地区
（元住吉駅、高津・
二子新地、平間・
向河原・武蔵小杉
新駅、梶が谷・宮
崎台駅、生田・読
売ランド前・百合ヶ
丘駅周辺地区）の
推進構想を策定

（あんしん歩行エ
リア）
●６地区（観音、
戸手、武蔵小杉駅
周辺、溝口駅周
辺、宮前平駅周
辺、登戸駅周辺）
の整備完了
●２地区（富士見
公園、新百合ヶ丘
駅周辺）の整備推
進

●その他の地区
において、バリア
フリー推進構想の
策定
・小田急多摩線沿
線地区
・JR南武支線沿線
地区

●道路照明灯の
設置、更新

●道路照明灯の
適切な維持管理

●詳細設計

●整備着手

●関係機関との
協議等を踏まえた
取組の推進
●稲田堤駅の橋
上駅舎化の基本
設計
●津田山駅のエ
レベーター付跨線
橋の基本設計、概
略設計

●あんしん歩行エ
リア（鋼管通地
区、南加瀬地区、
宮内地区、梶が谷
駅周辺地区、小台
地区、生田駅周辺
地区、柿生駅周辺
地区）の交差点の
カラー化等の実施
●あんしん歩行エ
リア（富士見公園
地区、新百合ヶ丘
駅周辺地区）の歩
道改築等の実施・
整備完了

（バリアフリー）
●重点整備地区
(川崎駅、武蔵小
杉駅、溝口駅、新
百合ヶ丘駅、武蔵
中原・武蔵新城
駅、登戸・向ヶ丘
遊園駅、新川崎・
鹿島田駅、宮前
平・鷺沼駅周辺地
区)で定める主要
な経路の点字ブ
ロックの整備、歩
道段差解消等バ
リアフリー化の推
進

安全で利用しやすい地域交通環境の整備

公共施設までの移動経路等までのバリアフ
リー化、駅までのアクセス性向上やあんし
ん歩行エリア内の対策など、身近な地域交
通環境における安全性・利便性の向上を図
ります。

-33-



事業内容・目標

2011(平成23）年度 2012（平成24）年度 2013（平成25）年度 2014（平成26）年度以降

プラン１

現　　状施　策　計　画　名

施 策 計 画

（参考）当初の目標
に対する達成状況

達成状況区分

3

（バリアフリー・重点地区）
・重点整備地区のバリアフリー化では、宮前平・鷺沼駅周辺地区において、点字ブロック設置や歩
道の勾配改善を実施しました。また、他7地区については、準特定経路について現地調査の上、整
備手法の検討を行いました。
（バリアフリー・その他の地区）
・バリアフリー推進事業では、地域住民、各障がい者・高齢者団体などから御意見を伺うとともに、
鉄道事業者・道路管理者等と連携することで、2地区（小田急多摩線沿線地区、ＪＲ南武支線沿線
地区）の「バリアフリー推進構想」をとりまとめました。また、市内の公共施設や商業施設等のバリア
フリー設備の設置状況をまとめたバリアフリーマップを作成し、周知しました。
（南武線アクセス向上）
・稲田堤駅の橋上駅舎化について、関係地権者の意向確認やＪＲ東日本等と協議調整を行い、基
本設計を行いました。
・津田山駅については、エレベーター付き跨線橋整備の検討とともに、本市とＪＲ東日本の共同事
業による橋上駅舎化の検討を行う必要が新たに生じたことから、両者で取組の方向性を確認の
上、橋上駅舎化の基本設計を実施しました。
（あんしん歩行エリア）
・交通管理者や地元住民と連携し、第1回あんしん歩行エリアの二次対策について整備を完了し、
第2回あんしん歩行エリア（鋼管通、南加瀬、宮内、梶が谷駅周辺、小台、生田駅周辺、柿生駅周
辺）の整備を実施しました。
（道路照明灯）
・歩行者の安全と円滑な交通確保に向けた道路照明灯の更新及び維持管理を推進し、あわせて灯
柱の劣化状況を確認し、結果を道路付属物維持管理システムに反映しました。
・道路照明灯の適切な更新と維持管理を図るための予算の確保と効率的な執行管理を行いまし
た。

3

2012年度
実施結果 3*

2011年度
実施結果

達成状況区分

（バリアフリー・重点地区）
・主要駅から公共施設への道路において、点字ブロック整備、歩道の勾配改善等のバリアフリー対
策を実施し、高齢者や障害者等の移動性向上を図りました。
（バリアフリー・その他の地区）
・地域住民、各障がい者・高齢者団体などから意見を伺うとともに、鉄道事業者・道路管理者等と連
携することで、京急大師線沿線地区、柿生駅周辺地区の「バリアフリー推進構想」をとりまとめまし
た。また、これまでに策定した15地区の構想に基づく事業の進行管理を適切に行いました。
（南武線アクセス向上）
・稲田堤駅については、昨年度の取組の成果を踏まえ、関係地権者やＪＲ東日本の合意を得た後、
橋上駅舎化の概略設計に着手しました。
・津田山駅については、基本設計を完了させ、その成果を踏まえ、ＪＲ東日本との共同事業による
橋上駅舎化について、ＪＲ東日本や関係地権者の合意を得た後、橋上駅舎化の概略設計に着手し
ました。

【環境等の変化・課題等】
・津田山駅は駅構内バリアフリー化が遅れており、JR東日本による取組が検討されていることを踏
まえ、エレベーター付き跨線橋の検討とともに、JRとの共同事業による橋上駅舎化の可能性につい
ても並行して検討する必要が生じたことから、平成24年度内に整備方針を決定し、それに基づく取
組に目標を変更しました。

【変更後の目標】
・津田山駅におけるエレベーター付き跨線橋又は橋上駅舎化に関する整備方針の決定、概略設計

（あんしん歩行エリア）
・第１回あんしん歩行エリア６地区（富士見公園、戸手、武蔵小杉駅周辺、溝の口駅周辺、登戸駅周
辺、新百合ヶ丘駅周辺）の追加対策を整備推進しました。
・第２回あんしん歩行エリア７地区（鋼管通、南加瀬、宮内、梶が谷駅周辺、小台、生田駅周辺、柿
生駅周辺）の二次対策を整備推進しました。
（道路照明灯）
・道路照明灯の適切な更新と維持管理を図るための予算の確保と効率的な執行管理を行いまし
た。
・モデル事業として従来のランプに比べ、さらに省エネルギーでＣＯ２排出削減が図れるＬＥＤ灯を１
６基に採用しました。
・中央自動車道笹子トンネルの天井板落下事故を受けて、委託業者によるトンネル及び高架下等
の詳細点検を実施しました。

達成状況区分
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事業内容・目標

2011(平成23）年度 2012（平成24）年度 2013（平成25）年度 2014（平成26）年度以降

プラン１

現　　状施　策　計　画　名

施 策 計 画

○

●道路維持修繕
計画の策定（幹線
道路における車
道舗装等）

●道路冠水による
道路交通障害に
対する対策の実
施（扇町地内道路
及び市道浮島町２
号線対策工事）

●低騒音舗装補
修の実施
　

　④一般国道409
　号

●川崎駅東口地
下連絡通路エスカ
レーター等の更新
の実施

事業推進

●港湾施設維持
管理システムの開
発

●千鳥町２号岸
壁並びに背後護
岸の維持管理計
画の検討・策定

●港湾施設維持
管理計画の策定
（市単施設）
●長寿命化計画
の策定（補助施
設）
●点検調査の実
施
●港湾施設維持
管理システムの設
計

●中長期保全計
画に基づく取組の
推進

●道路維持修繕
計画の策定に向
けた検討（幹線道
路における車道
舗装等）

●道路冠水による
道路交通障害に
対する対策の実
施（市道浮島町１
号線対策工事）

●低騒音舗装補
修の実施
　①一般国道132
　号
　③主要地方道
　鶴見溝口

●川崎駅東西自
由通路エスカレー
ター等の更新の
実施

（港湾施設）
●港湾施設維持
管理補修計画の
とりまとめ

公共建築物の長寿命化対策等による適切
な維持管理

●中長期保全計
画の策定
●中長期保全計
画に基づく取組の
推進
　①予防保全・修
　繕等に向けた設
　計

（公共建築物）
●建築物調査結
果を基に中長期
保全計画の策定
に向けた検討

（橋りょう）
●「橋梁長寿命化
修繕計画」の策定

（道路）
●道路維持修繕
計画の策定に向
けた取組の推進
（現状の把握と課
題の抽出）
　
●道路冠水による
道路交通障害に
対する対策の実
施（主要地方道川
崎府中及び一般
県道川崎町田対
策工事）

●低騒音舗装補
修の実施
　①一般国道132
　号
　②主要地方道
　東京大師横浜

●川崎駅東西自
由通路エスカレー
ター等の更新の
実施

●長寿命化修繕
計画に基づく事業
推進

●中長期保全計
画に基づく取組の
推進

　②予防保全・修
　繕等の実施

●長寿命化修繕
計画に基づく事業
推進

　②計画に基づく
　修繕の推進

●長寿命化修繕
計画に基づく事業
推進
　①計画に基づく
　点検の実施

●道路維持修繕
計画の策定に向
けた検討（道路重
要構造物）

●道路冠水による
道路交通障害に
対する対策の実
施（一般県道川崎
町田（柳町地内）
の調査・設計）
　

●低騒音舗装補
修の実施

●武蔵小杉駅構
外エスカレーター
等の更新の実施

公共建築物や都市基盤の長寿命化を図る
など、適切な維持管理を行います。
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事業内容・目標

2011(平成23）年度 2012（平成24）年度 2013（平成25）年度 2014（平成26）年度以降

プラン１

現　　状施　策　計　画　名

施 策 計 画

（参考）当初の目標
に対する達成状況

達成状況区分

3

3*

2011年度
実施結果

達成状況区分

2012年度
実施結果

（公共建築物）
・平成22年度までの建築物調査結果に基づき、庁内調整を図り、「公共建築物の中長期保全計画・
兼実施方針(案)」（仮称）を取りまとめました。
・中長期保全計画に基づく計画修繕による財政効果の大きい大規模5施設については、来年度以
降工事に向けた実施設計を行いました。
・大規模5施設以外の長寿命化対象施設（平和館、青少年の家等）について、長寿命化の取組を推
進しました。
（道路）
・道路維持修繕計画では、幹線道路における車道舗装について計画案を策定しました。
・道路冠水対策ついて、浮島町１号線では、対策工事を発注し、浮島町2号線及び扇町地区では、
調査、検討を行い周辺企業と協議をしています。
・低騒音舗装補修では、鶴見溝口環境対策（低騒音）工事、国道132号環境対策（低騒音）工事とも
に完成しました。
・川崎駅東西自由通路エスカレーターの更新工事も完成しました。
（橋りょう）
・橋梁長寿命化修繕計画に基づく事業の推進では、40橋の橋りょう定期点検を実施し目標を達成し
ました。
（港湾施設）
・護岸15施設及び係留施設8施設についての現況調査を実施し、港湾施設維持管理計画（護岸）、
長寿命化計画（係留施設）を策定しました。
・港湾施設維持管理システムの基本設計業務委託によりシステムの基本部分の検討・取りまとめを
行いました。

3

達成状況区分

（公共建築物）
・大規模５施設について、予防保全型維持補修の設計を平成25年2月末に完了し、来年度発注に
向けた精査を行いました。また、工事については各施設の建築・電気・機械の工種毎にとりまとめ、
長寿命化を推進するための工事を実施しました。
・大規模5施設以外について、「かわさき資産マネジメントプラン」と連携し、全庁的な長寿命化の方
針として「公共建築物長寿命化に向けた実施方針」を策定しました。

【環境等の変化・課題等】
・公共建築物の長寿命化に関する実施方針をとりまとめた結果、「かわさき資産マネジメントプラン」
と連携を図り、公共建築物の長寿命化を推進することとしたため、目標を変更しました。

【変更後の目標】
・「かわさき資産マネジメントプラン」と連携した公共建築物の長寿命化の推進

（道路）
・道路維持修繕計画については、道路重要構造物の維持修繕計画（案）を策定しました。
・道路冠水対策は、浮島町１号線はポンプ設置工事が完了し、浮島町２号線は対策手法及び事業
計画、詳細設計の推進を、扇町川崎停車場線は工事発注を行いました。
・低騒音舗装補修については、国道132号線ほか２路線の低騒音舗装工事を実施しました。
・川崎駅東口地下連絡通路エスカレーターの更新工事を実施しました。
（橋りょう）
・４４橋（当初３８橋に加え、６橋の前倒し）の橋りょう定期点検業務委託の設計・発注しました。
・３橋の橋りょう長寿命化修繕工事を発注しました。
・中日本高速道路（株）と協定締結し、宮下橋の橋りょう長寿命化修繕工事を実施しました。
（港湾施設）
・港湾施設維持管理計画の策定（市単独事業で整備した施設）に係る資料を収集し、整理しまし
た。
・外郭施設の２施設及び係留施設の４施設について、長寿命化計画及び維持管理計画を策定しま
した。国有港湾施設の３施設については、維持管理計画に基づく点検調査・診断の実施に向けて、
資料を収集し、取りまとめました。
・港湾施設維持管理システムについて、次年度から運用できるよう、システムを構築しました。
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事業内容・目標

2011(平成23）年度 2012（平成24）年度 2013（平成25）年度 2014（平成26）年度以降

プラン１

現　　状施　策　計　画　名

施 策 計 画

アクションプログラム：総合的自転車対策の推進

○

・総合的な放置自転車対策への対応
①宿河原駅等の放置禁止区域の指定に向け、多摩区役所等との調整を実施しました。
②整理誘導員を増員し、駐輪場への誘導などソフト対策（誘導・啓発等）を推進しました。
③溝口駅南口広場駐輪場の整備に着手にしました。
④新川崎駅周辺第６駐輪場の一部供用（約1,200台）に伴い、周辺駐輪場の再編を行いました。
・川崎駅東口周辺地区総合自転車対策実施計画に基づく取組の推進
①市役所通り時間利用駐輪場の平成25年度からの一部供用開始に向け、工事に着手しました。
②駅前広場周辺エリアにおける自転車の押し歩きキャンペーンを実施しました。
③新川通り代替駐輪場の選定に基づく、関係機関等との協議・調整を実施しました。

放置自転車の解消に向けた駐輪場整備や
放置禁止区域の指定など、放置自転車防
止対策を推進します。

達成状況区分

2011年度
実施結果

達成状況区分

3

3
2012年度
実施結果

●駐輪場の整備
推進
主な取組箇所
　①川崎駅東口
　周辺
　②溝口駅南口
　周辺
　③新川崎駅周
　辺

●放置禁止区域
の指定の推進

●川崎駅東口周
辺地区総合自転
車対策実施計画
の策定

路上駐輪場代替
施設
 ・宮本町地内（い
さご車庫）駐輪場
の整備

 ・新川通り代替駐
輪場の候補地の
抽出・比較検討

●総合的な放置
自転車対策への
対応

　③溝口駅南口
　広場駐輪場完
　成
　④新川崎駐輪
　場整備着手

●川崎駅東口周
辺地区総合自転
車対策実施計画
に基づく取組の推
進

・本町地内（旧水
道営業所用地）駐
輪場の完成

 ・新川通り代替駐
輪場の整備に向
けた実施計画の
策定

事業推進

　

　④新川崎駐輪
　場完成
　（2014年度）

●総合的な放置
自転車対策への
対応
　①駅周辺の放
　置禁止区域の
　指定の拡大
　（二子新地駅、
　宿河原駅、黒
　川駅）
　②ソフト施策
　の推進
　・整理誘導員に
　よる誘導・啓発
　の実施
　・放置自転車撤
　去の徹底
　③溝口駅南口
　広場駐輪場の
　設計

●川崎駅東口周
辺地区総合自転
車対策実施計画
に基づく取組の推
進
　①安全で快適な
　歩行者と自転車
　の通行環境の
　構築
　②適正な自転車
　利用の誘導
　③効率的・効果
　的な駐輪場整
　備・活用
 路上駐輪場代替
施設
　・宮本町地内（い
さご車庫）駐輪場
の完成
 
　・本町地内（旧水
道営業所用地）駐
輪場の詳細設計

　・新川通り代替
駐輪場の候補地
の比較検討、選定

・総合的な放置自転車対策への対応
①駅周辺の放置禁止区域の指定の拡大について、３地区の調整を進め、黒川駅については放置
禁止区域に指定（1月1日）しました。
②整理誘導員を増員し、駐輪場への誘導などソフト対策（誘導・啓発等）を推進しました。
③溝口駅南口広場駐輪場の整備計画を策定しました。
・川崎駅東口周辺地区総合自転車対策基本計画に基づき、市役所通り通行環境整備の計画策定
や駅前広場周辺エリアにおける自転車の押し歩きキャンペーンを実施しました。
・宮本町地内（いさご車庫）駐輪場の工事が完了しました。(1250台)
・本町地内（旧水道営業所用地）駐輪場の基本設計・実施設計の取組を推進しました。
・新川通り代替駐輪場の候補地の比較検討を実施しました。

●総合的な放置
自転車対策への
対応
　①放置禁止区
　域の指定の拡
　大に向けた調
　整
　

 

 

  ③溝口駅南口
　広場駐輪場整
　備着手
　④新川崎駐輪
　場詳細設計

●川崎駅東口周
辺地区総合自転
車対策実施計画
に基づく取組の推
進

 ・市役所通り通行
環境整備

 
・本町地内（旧水
道営業所用地）駐
輪場の整備
　
 ・新川通り代替駐
輪場の選定に基
づく関係機関との
協議・調整

総合的な放置自転車対策の推進
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事業内容・目標

2011(平成23）年度 2012（平成24）年度 2013（平成25）年度 2014（平成26）年度以降

プラン１

現　　状施　策　計　画　名

施 策 計 画

○ ●駐輪場利用促
進に向けた取組
の実施
 ・駐輪場の「新た
な料金体系」の実
施後の検証

2012年度
実施結果

達成状況区分

3

・駐輪場の利便性に応じた「新たな料金体系」及び「指定管理者制度」を導入しました。
・「民間駐輪場整備費補助金制度」について、平成２５年度からの導入に向けて検討を行いました。
・整理誘導員を増員し、駐輪場への誘導などソフト施策を実施しました。

2011年度
実施結果

達成状況区分

3

・駐輪場の「新たな料金体系」の実施に向け、6月議会において条例改正を行いました。
・整理誘導員を増員し、駐輪場への誘導などソフト施策を推進しました。
・民間駐輪場助成制度について、調査検討を実施しました。
・駐輪場の指定管理者の選定について、10月に開催した民間活用推進委員会での審査等を経て、
12月議会で承認され、指定管理者を指定しました。

自転車利用環境の整備 事業推進●駐輪場利用促
進に向けた取組
の実施
・「新たな料金体
系」に
向けた条例案策
定
（2010年度）

●駐輪場への誘
導などソフト施策
の実施

●附置義務条例
など民間による駐
輪場整備の促進

●駐輪場利用促
進に向けた取組
の実施
・駐輪場の「新た
な料金体系」の実
施に向けた条例
改正等手続

●駐輪場への誘
導などソフト施策
の実施

●民間駐輪場助
成制度導入に向
けた検討

●駐輪場の指定
管理者の導入の
検討

●駐輪場利用促
進に向けた取組
の実施
 ・駐輪場の「新た
な料金体系」の実
施

●民間駐輪場助
成制度の導入な
ど民間による駐輪
場整備の促進

●駐輪場の指定
管理者の導入

駐輪場の利用促進や自転車を利用しやす
い環境づくりに向けた取組を推進します。
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